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北京市高級人民法院による
「特許侵害判定指南」の改正

中国知財の最新動向　第３回

 BLJ法律事務所
弁護士　遠藤　誠１

Ⅰ　はじめに
　2017年４月20日、北京市高級人民法院は、改正「特
許侵害判定指南」（以下「新指南」という）を公布し
た２。新指南は、全153条から構成され、発明・実用
新案・意匠の各特許権の保護範囲の確定、侵害判定、
侵害行為の認定、抗弁について規定している３。
　従来、北京市高級人民法院が2013年９月４日付で
公布した「特許侵害判定指南」（以下「旧指南」と

いう）があった４。今回公布された新指南は、裁判
業務における最優先課題を解決し、裁判基準を統一
し、裁判業務経験の総括を融合させ、最新の関連法
律法規及び司法解釈に適合させるため、旧指南に代
わるものとして公布されたが、新指南の内容の多く
は、旧指南の内容を踏襲するものである。
　新指南と旧指南とを比較すると、両者の大きな相
違点は、「グラフィカル・ユーザ・インターフェー
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ス意匠」及び「標準必須特許」についての規定が追
加されたことにあることが分かる。
　そもそも、北京市高級人民法院による「特許侵害
判定指南」は、法的効力のないガイドラインとして
位置付けられるものではあるが、知的財産法分野に
おける北京市高級人民法院の重要性・権威性に鑑み、
北京市の法院はもちろん、他の地域の法院への事実
上の影響力は大きいものと考えられる。
　そこで、以下においては、「グラフィカル・ユー
ザ・インターフェース意匠」及び「標準必須特許」
についての規定の内容を中心に、主に新指南で追加
された規定の内容を紹介することとしたい。

Ⅱ　グラフィカル・ユーザ・インターフェー
ス意匠の保護

　新指南のうち、グラフィカル・ユーザ・インター
フェース（以下「GUI」という）意匠の保護に関す
る規定の内容は、以下のとおりである。これらの内
容は、旧指南には全く無かったものである５。
１　GUI意匠の保護範囲の確定方法

新指南によると、GUI意匠の保護範囲は、デザ
インの要点を結び付け、製品の意匠の投影図によ
り確定される（73条１項）。

とくに動的GUI意匠の場合、その保護範囲は、
簡単な説明における動的変化の過程についての叙
述を結び付け、動的変化の過程を確定できる製品
の意匠の投影図により共同で確定される（73条２
項）。

２　GUI意匠の権利侵害判断方法
新指南によると、意匠の権利侵害判断を行うに

あたっては、まず被疑侵害製品が意匠製品と同一
又は類似種類製品であるか否かを審査しなければ
ならない（77条１項）。そして、GUI意匠製品の種
類の確定に際しては、当該GUIを使用する製品を
基準としなければならない（77条２項）。

立体的製品の意匠の場合、通常、形状が全体的
な視覚効果に対してより影響を与えるため、同一
性・類似性の判断を行うにあたっては、形状に重
点が置かれる。但し、もし当該形状が通常のよく
あるデザインである場合、図案及び色彩が全体的
な視覚効果に対してより影響を与えることになる

（88条１項）。

GUIでないデザイン特徴が通常のデザインであ
る場合は、GUIが全体的な視覚効果に対して、よ
り顕著な影響を与えることになる（88条２項）。

以下、静的GUI意匠の場合と動的GUI意匠の場
合に分けて、権利侵害判断の方法を述べる。

（１）静的GUI意匠の場合
静的GUI意匠の場合は、主に製品のGUI部分

を考慮し、それと製品の他の部分との関係（例
えば、位置、割合、分布関係）を同時に考慮し、
被疑侵害デザインの対応する内容と総合的に判
断しなければならない。被疑侵害製品のGUI意
匠と特許デザインが同一又は類似し、かつ製品
の他の部分との関係が全体的な視覚効果に顕著
な影響を与えない場合、被疑侵害デザインは特
許権の保護範囲に入ると認定される（86条１項）。

被疑侵害デザイン全体が静的なGUI意匠を完
全に含む場合は、被疑侵害デザインは特許権の
保護範囲に入ると認定される（86条２項）。

（２）動的GUI意匠の場合
動的なGUI意匠の場合は、被疑侵害デザイン

と動的なGUI意匠の各投影図がいずれも同一又
は類似である場合、被疑侵害デザインは特許権
の保護範囲に入ると認定される。具体的判断に
おいては、GUIの部分と製品の他の部分との位
置、大小、分布の関係が考慮される（87条１項）。

被疑侵害デザインが一部の状態の投影図を
欠き、特許デザインと一致する変化過程を表現
できない場合は、原則として、被疑侵害デザイ
ンは特許権の保護範囲に入らないと認定される

（87条２項）。
被疑侵害デザインが一部の動的なGUI意匠又

はキーフレームを使用した場合、もし当該一部
又はキーフレームがGUI意匠のデザインの要点
に属するのであれば、被疑侵害デザインは特許
権の保護範囲に入ると認定される。但し、被疑
侵害デザインの全体的な視覚効果と動的なGUI
意匠とが同一又は類似でない場合は、特許権の
保護範囲に入らないと認定される（87条３項）。

Ⅲ　標準必須特許
　新指南のうち、標準必須特許（技術標準を実施す


